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＜基本方針＞

地域生活支援事業都道府県事業である「高次脳機能障害支援普及事業」を恒

常事業とし、「高次脳機能障害支援事業」（失語症・ＭＴＢＩ等を含む）と

して、専門相談・支援体制を充実する。実施主体を都道府県だけではなく、

政令市・中核市を含むこととする。

＜趣旨＞

高次脳機能障害者は、受傷発症直後は医療機関（医療保険）での治療やリハビリテーシ

ョンを行い、その後、障害福祉サービスや介護保険制度を利用して地域生活を送る。さら

に、職業準備性が整う中で、就労支援機関を利用して、復職や新規就労といった社会参加

につながっていく。あるいは、社会保険制度として、医療保険、介護保険、年金、自動車

保険、労災保険、雇用保険、生命保険等の制度利用することとなるが、これらは申請主義

であり、制度の仕組みを理解したものの助言が必要となる。また、高次脳機能障害者は中

途障害者であり、認知機能の障害を負った今までとは異なる自分を受け止めて、新たな自

分として人生を再構築する必要がある。

これらより、高次脳機能障害への専門的な支援は、障害特性の理解だけではなく、地域

の医療機関、障害福祉事業所、介護保険事業所等だけでは対処が難しい、

複雑な制度活用を理解した拠点機関の常勤のコーディネーターが地域支援者と連携して

行うことが必要である。恒常的な事業として、「高次脳機能障害支援事業」を明文化いた

だきたい。

＜論点項目について＞

「障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方」

移動支援に関しては、通所・通学には利用できない自治体が多い。原則的に、通所・通

学に関しても移動支援の支給決定ができることとして欲しい。また、障害理解を促進する

ため「重度訪問介護従事者養成研修」「移動支援従事者養成研修」「精神障害者ホームヘ

ルパー養成研修」「相談支援従事者・サービス管理者研修」等に高次脳機能障害に関する

講座を設ける。

「障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方」

高次脳機能障害者は障害認識が低い場合があり、自分でできることと、実際にできるこ

との差異が生じる場合がある。しかし、本人のみの聞き取りでは、障害支援区分が実際よ

りも低い区分で決定がなされる案件が生じている。本人のみならず、家族等からも十分な

聞き取りを行ったうえで障害支援区分を決定していただきたい。

「障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の

利用促進の在り方」
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前述の通り、高次脳機能障害者は障害認識が低い場合があり、現実のニーズとはかけ離

れたサービス等利用計画が策定されることが懸念される。

また交通事故の多額な賠償金等資産保全の観点からも成年後見制度の利用は重要である

が、契約行為に関して当事者の権利を尊重し、意思決定への支援を重視し、十分な配慮が

必要である。

「手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思

疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方」

意思疎通に関しては。高次脳機能障害をはじめとする認知機能に障害を呈するものは、

必要な情報を理解できない、思考が収束しない、状況判断が難しい等により意思疎通に支

障が生じる場合がある。本人の能力に応じた、適切な情報提供や思索への補助等の支援を

行うことが望ましい。

「精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り」

高齢障害者については、65 歳以降介護保険に移行することによって、サービス供給量が

減少し、自己負担が増加する場合がある。また、介護保険だけでは必要なサービスが補え

ない事案も見られる。65 歳以降においても、障害福祉サービスの利用が可能であるという

情報を全自治体に徹底周知すべきである。



＜資料１＞

中島（2006 高次脳機能障害ハンドブック 医学書院）は、高次脳機能障害者の医療・生

活支援・職能訓練・職業訓練・就労支援に関する連続したケアの提供が必要としている。



＜資料 2＞

日本脳外傷友の会が実施した高次脳機能障害者生活実態調査（Ｈ２１）より、社会参加の

状況として、福祉的就労（19.4％：障害福祉サービス）、ディサービス（14.8％：介護保

険・障害福祉サービス）、通院治療（14.5％：医療保険）、一般就労（16.8％）、主婦家

事手伝（5％）、自営（2.2％）、就学（3.1％）となっており、障害福祉サービス、介護保

険サービス、医療保険による治療リハビリを行っている。

また在宅サービスの利用としても、通所リハ（10.4％：介護保険・障害福祉サービス）、

ホームヘルプ（7.6％：介護保険・障害福祉サービス）、ショートステイ（7.3％：介護保

険・障害福祉サービス）、ガイドヘルパー（6.5％：障害福祉サービス）、訪問看護（3.6％：

介護保険）、訪問リハ（4.1％：医療保険）と、障害福祉サービス、介護保険サービス、医

療保険による在宅リハビリ等を利用している。

これらより、障害福祉、介護保険、医療保険を組み合わせた在宅サービスのマネジメント

が要される。



＜資料 3＞

日本脳外傷友の会が実施した高次脳機能障害者生活実態調査（Ｈ２１）より、受給して

いる年金は、障害基礎年金（38.9％）、障害厚生・共済年金（16.2％）、労災年金（4.9％）

となっている。自動車事故対策機構の介護料を受給しているものは８．３％おり、自賠責

保険における「神経系統に関する障害」の後遺障害等級が１・２級の非常に重度な障害者

が含まれている。あるいは、生命保険の高度障害・障害特約が認められたものも１２．８％

いる。

これらより、社会保険制度では、医療保険、介護保険、年金、自動車保険、労災保険、

雇用保険、生命保険等の制度利用に関して、制度の仕組みを理解したものの助言からの専

門的な助言や支援が必要となる。



＜資料 4＞

Ｈ２５年には、脳外傷友の会ナナにおいて、日本脳外傷友の会が実施した高次脳機能障害

者生活実態調査（Ｈ２１）と同様の調査を、当事者と家族に対して実施した（H25 年度神奈

川県高次脳機能障害地域支援事業報告書）。このなかで、歩行・食事・排泄・入浴・衣類

の着脱衣といった基本的な生活動作の自立度は、当事者と家族で差異はなかった。ところ

が、意思疎通・交通機関の利用・調理・金銭管理・契約行為については、当事者よりも家

族の方が介助の必要性を認識していた。一概に「自立していると思っている本人よりも、

介助が必要と感じている家族が正しい」とは言い切れないが、障害認識に乏しいという障

害特性より、本人だけではなく、家族等から生活状況を聞き取る必要性があると考えられ

る。



＜資料 5＞

高次脳機能障害者７６名の長期支援経過に関する資料である。ここでは高次脳機能障害

者への長期支援の転機として、「1年未満で通所」「1～3年で通所」「1～3年で復職」「2

～3 年で新規就労」「5～7 年で新規就労」「概ね児童・生徒は 1年未満・学生は 1 年以降

で復学・就学」「（高次脳機能障害が知られていない頃に受障したために）長期間支援に

つながらない」の 7群に分類されている。特に着目していただきたい点は 2 点ある。

1 点目は、「1～3 年で通所」である。障害の状態が重篤な場合、医療機関退院後早期に

介護保険・障害福祉サービスへ移行する。しかし、体に麻痺がなく認知機能のみの障害が

ある場合、受傷から 1～3年間は本人が福祉サービスの利用を所望しない。この期間に適切

な支援や助言が無ければ、一般社会に埋もれていき。「長期間支援無し」のグループへと

移行していく可能性がある。

2 点目は、5～7年の経過を経て就労に至るものもいる。これらのものは、受傷から 1～2

年間は通過症候群と呼ばれる不穏・社会的不適応な状態で生活することとなる。そして、

通過症候群の状態が落ち着いた後に、ようやくリハビリテーションや社会生活支援への適

応を見せる群がある。

このように、高次脳機能障害の障害特性を理解して、必要な社会保険、社会福祉サービ

スを組み合わせつつ、長期間にわたり、本人と家族、支援者をバックアップするものが、

高次脳機能障害拠点機関、相談支援コ－ディネーターである。これらより、地域当事者・

家族会と連携しつつ、広域にわたって専門的支援を行う「高次脳機能障害支援事業」を恒

常事業とする必要があると考える。

神奈川リハ：瀧澤・永井（2014 高次脳機能障害学会 ポスター発表資料）


